
令和 ８年 ４月 １日 策定 

 

社会福祉法人 昭和会 一般事業主行動計画 

 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和 ８年 ４月 １日～ 令和１３年 ３月３１日までの ５年間 

 

２．内容 

 

 

＜対策＞ 

   ●令和８年4月～   各職場における休業者の業務カバー体制（代替要員の確保、

業務体制の見直しなど）・実施 

 

 

＜対策＞ 

   ●令和８年 4月～   各部署における業務量の見直しなどの取組実施 

 

 

 

 

＜対策＞ 

   ●令和８年 4 月～   若年層および学生に対するインターンシップや実習による

就業体験期間の提供について、福祉に関する専門学校など

に周知を行うとともに、年に一度、説明会を開催することや、

SNSを活用した情報発信に努めること等、採用広報の見直

しを図る。 

               定期的な正職員採用試験に加え、転職者等のニーズを踏

まえた随時の正職員採用試験の構築を図る。 

 

 

＜対策＞ 

   ●令和８年 4 月～   各事業所における年次有給休暇の取得状況を把握し、管理

職を中心とした職員で、年次有給休暇取得推進の取り組み

を検討する。 

目標１：計画期間内に、男性の育児休業の取得率を５０％以上とする。 

 

目標３：若年層および学生に対するインターンシップや実習による就業体験機会の

提供を行い、年間５人以上の受け入れを目標とするとともに、幅広い採用

の仕組みの構築を目指す。 

 

目標４：全職員の年次有給休暇年間取得率を６１％以上とする。 

 

目標２：全職員の時間外・休日労働時間の平均を各月 10時間未満とする。 

 


